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◆
中
小
企
業
融
資
条
例

Ｑ　

責
任
共
有
制
度
が
導
入
さ
れ
、
金
融
機
関
が
20

％
の
責
任
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
、
貸
し
渋
り
が
出

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
の
か
。
借
り
手
に
対
す
る
融

資
の
相
談
な
ど
市
と
し
て
の
対
応
は
。

Ａ　

制
度
改
正
の
目
的
は
、
金
融
機
関
と
保
証
協
会

が
経
営
の
中
身
ま
で
踏
み
込
む
よ
う
な
形
で
相
談
を

し
、
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
市
と
し
て
融

資
審
査
会
等
を
通
じ
、
金
融
機
関
に
対
し
て
制
度
改

正
の
目
的
を
説
明
し
、
貸
し
渋
り
の
な
い
よ
う
要
望

し
て
い
く
。

◆
公
告
式
条
例
及
び
出
張
所
設
置
条
例
の
一
部
改
正

Ｑ　

狭
山
台
出
張
所
移
転
に
関
し
て
要
望
は
あ
っ
た

か
。

Ａ　

自
治
会
か
ら
駐
車
場
の
拡
張
要
望
が
あ
り
、
狭

山
台
公
民
館
（
写
真
）
敷
地
内
で
11
台
分
拡
張
し
、

35
台
に
す
る
計
画
で
あ
る
。

◆
平
成
19
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

Ｑ　

学
校
な
ど
の
教
育
施
設
の
老
朽
化
が
著
し
い
が
、

今
後
の
基
金
積
み
立
て
の
考
え
方
は
。

Ａ　

市
の
最
重
要
課
題
で
あ
る
狭
山
市
駅
西
口
事
業

等
が
控
え
て
い
る
関
係
か
ら
、
今
回
は
都
市
基
盤
整

備
基
金
を
重
点
的
に
積
み
立
て
た
。
今
後
は
、
各
種

事
業
を
行
う
中
で
、
基
金
の
残
高
等
を
見
な
が
ら
検

討
す
る
。

◆
歩
き
た
ば
こ
等
の
防
止
に
関
す
る
条
例

Ｑ　

こ
の
条
例
は
、
公
共
の
場
所
で
の
歩
き
た
ば
こ
等
を

防
止
す
る
こ
と
に
よ
り
、
市
民
の
身
体
、
財
産
の
安
全
を

確
保
し
、
快
適
な
生
活
環
境
を
向
上
す
る
た
め
に
制
定
す

る
も
の
だ
が
、
こ
の
条
例
が
可
決
さ
れ
る
と
、
ど
の
よ
う

に
手
続
き
を
進
め
て
い
く
の
か
。

Ａ　

駅
周
辺
な
ど
の
人
通
り
が
多
い
地
域
の
関
係
団
体
に

条
例
の
内
容
を
説
明
し
、
歩
き
た
ば
こ
等
を
禁
止
す
る
地

区
の
指
定
に
つ
い
て
協
議
す
る
。
合
意
が
得
ら
れ
た
ら
、

来
年
１
月
１
日
の
条
例
施
行
後
の
な
る
べ
く
早
い
時
期
に

禁
止
地
区
を
決
定
し
た
い
。
ま
た
、
条
例
施
行
に
向
け
、

啓
発
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
の
協
力
も
お
願
い
し
て
い
き
た
い
。

Ｑ　

禁
止
地
区
を
指
定
し
た
後
、
喫
煙
場
所
は
設
け
る
の

か
。

Ａ　

喫
煙
し
な
い
方
に
配
慮
し
、
人
通
り
の
多
い
と
こ
ろ

か
ら
少
し
離
れ
た
場
所
に
灰
皿
を
設
置
し
た
い
と
考
え
る
。

Ｑ　

禁
止
地
区
以
外
で
も
歩
き
た
ば
こ
等
は
危
険
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
Ｐ
Ｒ
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

Ａ　

こ
の
条
例
は
歩
き
た
ば
こ
等
の
危
険
を
回
避
す
る
こ

と
を
目
的
に
制
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
市
内
の
公
共
の
場

所
で
は
歩
き
た
ば
こ
等
を
し
な
い
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
規
定
し
、
こ
れ
を
最
優
先
の
目
標
と
し
て
い
る
。

バ
ス
停
な
ど
人
の
集
ま
る
と
こ
ろ
に
は
、
啓
発
ポ
ス
タ
ー

を
掲
示
す
る
な
ど
、
意
識
啓
発
に
努
め
た
い
。

◆
地
域
ス
ポ
�
ツ
施
設
条
例
の
一
部
改
正

Ｑ　

条
例
の
改
正
は
、狭
山
台
の
地
域
ス
ポ
ー
ツ
施
設（
体

育
館
・
プ
ー
ル
）
を
指
定
管
理
者
に
運
営
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
指
定
管
理

者
を
選
ぶ
の
か
。

Ａ　

公
募
を
実
施
し
、
応
募
者
か
ら
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
等
プ

レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
決
定
す
る
。

総
務
経
済
委
員
会

文
教
厚
生
委
員
会
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◆
西
河
原
雨
水
枝
線
築
造
工
事
︵
第
５
工
区
︶
請
負

契
約
の
締
結

Ｑ　

業
者
選
定
は
、
市
内
業
者
だ
け
で
で
き
な
か
っ

た
の
か
。

Ａ　

本
工
事
は
国
庫
補
助
対
象
事
業
で
、
特
殊
工
法

で
も
あ
る
。
質
の
確
保
、
安
全
確
実
な
工
事
の
履
行

が
求
め
ら
れ
る
た
め
、
業
者
規
模
、
工
事
実
績
等
の

一
定
の
制
限
を
設
け
た
。

　

議
案
審
査
の
ほ
か
、
平
成
10
年
度
、
用
地
等
の
取

得
を
土
地
開
発
公
社
に
委
託
し
た
際
、
土
地
の
登
記

等
が
正
確
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
関
す
る
再
発

防
止
策
に
つ
い
て
、
執
行
部
か
ら
の
報
告
を
受
け
ま

し
た
。

　

そ
の
内
容
は
、
再
発
防
止
に
向
け
、
法
令
や
制
度

の
熟
知
に
努
め
、
関
係
所
管
と
の
情
報
の
共
有
化
、

密
接
な
連
携
を
図
る
と
と
も
に
、
複
数
の
職
員
が
担

当
す
る
よ
う
に
処
理
体
制
、
チ
ェ
ッ
ク
体
制
を
整
え

て
い
く
。
ま
た
、
こ
う
し
た
市
の
対
応
を
土
地
開
発

公
社
に
伝
え
、
十
分
な
連
携
を
図
っ
て
い
く
と
の
こ

と
で
あ
り
ま
し
た
。

◆
平
成
19
年
度
上
広
瀬
土
地
区
画
整
理
事
業
特
別
会
計
補
正

予
算

Ｑ　

今
年
度
の
保
留
地
処
分
状
況
は
。

Ａ　

四
画
地
の
一
般
保
留
地
を
公
売
し
、
う
ち
上
広
瀬
土
地

区
画
整
理
事
務
所
跡
地
に
つ
い
て
は
契
約
成
立
し
た
。
残
り

の
三
画
地
に
つ
い
て
は
現
在
も
受
け
付
け
中
で
あ
る
。

◆
町
の
区
域
の
変
更
（
入
間
川
２
、
３
丁
目
の
一
部
を
入
間

川
１
丁
目
に
編
入
）

Ｑ　

町
界
の
変
更
に
よ
る
住
居
表
示
の
変
更
は
ど
う
す
る
の

か
。

Ａ　

住
居
表
示
の
変
更
も
町
区
域
の
変
更
に
合
わ
せ
、
11
月

末
頃
同
時
に
実
施
す
る
予
定
で
あ
る
。

◆
平
成
18
年
度
下
水
道
事
業
特
別
会
計
決
算
認
定

Ｑ　

下
水
道
管か

ん
き
ょ渠
の
修
繕
計
画
は
。

Ａ　

調
査
及
び
修
繕
工
事
の
計
画
に
つ
い
て
は
、
中
期
基

本
計
画
の
中
で
既
に
位
置
付
け
て
お
り
、
毎
年
、
調
査
を

５
千
ｍ
、
更
正
工
事
を
１
㎞
程
度
、
財
源
確
保
を
図
り
つ

つ
行
い
た
い
。

◆
平
成
18
年
度
水
道
事
業
会
計
決
算
認
定

Ｑ　

今
後
の
県
水
単
価
の
動
向
は
。
ま
た
、
水
道
料
金
改

定
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

Ａ　

県
水
供
給
単
価
に
つ
い
て
は
、
平
成
22
年
度
ま
で
は

現
行
料
金
、
１
㎥
当
た
り
税
抜
き
61
円
78
銭
を
据
え
置
く

旨
の
説
明
が
県
か
ら
あ
っ
た
。

　

狭
山
市
の
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、
県
水
供
給
単
価
の

影
響
が
非
常
に
大
き
く
、
従
来
、
県
水
の
値
上
げ
の
都
度
、

改
定
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
と
い
う
状
況
が
あ
る
。
今

回
、
平
成
22
年
度
ま
で
県
水
単
価
が
据
え
置
か
れ
る
こ
と

を
踏
ま
え
る
と
、
水
道
事
業
の
利
益
水
準
が
維
持
さ
れ
る

こ
と
を
前
提
に
、
所
管
と
し
て
は
企
業
努
力
、
経
費
節
減

等
に
引
き
続
き
努
め
、
可
能
な
限
り
改
定
に
至
ら
ぬ
よ
う

事
業
を
進
め
て
い
き
た
い
。

建

設

委

員

会

狭山台出張所が移転する
狭山台公民館

（ 15 ）


